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平成３０年度答申第３９号  
平成３０年１０月２日 

 
諮問番号 平成３０年度諮問第２５号（平成３０年７月２４日諮問） 
審 査 庁 特許庁長官 
事 件 名 特許料等追納手続却下処分に関する件 
 

答  申  書 
 
審査請求人Ｘからの審査請求に関する上記審査庁の諮問に対し、次のとおり答

申する。 
 

結     論 
 

本件審査請求は棄却すべきである旨の諮問に係る判断は妥当である。 
 

理     由 
 
第１ 事案の概要 
 １ 事案の経緯 
 （１）審査請求人Ｘ（以下「審査請求人」という。）は、平成１２年１１月３日、

国際特許出願（特願ａ）をし、平成２３年８月５日、当該国際特許出願に

ついて特許権の設定の登録を受け、特許第ｂ号（以下「本件特許権」とい

う。）の特許権者となった。 
 （２）特許法（昭和３４年法律第１２１号）１０８条２項の規定による本件特許

権の第５年分の特許料の納付期間の末日である平成２７年８月５日までに、

本件特許権の特許料の納付手続が行われず、さらに、同法１１２条１項の

規定による特許料を追納することができる期間の末日（以下「追納期限」

という。）である平成２８年２月５日までに、本件特許権について特許料

及び割増特許料（以下「特許料等」という。）が納付されなかった（以下

「本件期間徒過」という。）ため、同条４項の規定に基づき、本件特許権

は特許料の納付期間が経過した時にさかのぼって消滅したものとみなされ

た。 
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（３）審査請求人は、平成２８年３月１８日付けで、本件特許権につき、追納

期限までに特許料等を納付しなかったことについて「正当な理由」がある

として、特許法１１２条の２第１項に基づき、特許料納付書及び回復理由

書を特許庁長官（以下「処分庁」又は「審査庁」という。）に提出した。 
（４）処分庁は、審査請求人に対し、平成２８年８月９日発送の却下理由通知

書により、特許料の追納による特許権の回復に係る手続については、追納

期限までに特許料等を納付しなかったことについて「正当な理由」がある

とはいえず、特許法１１２条の２第１項の要件を満たしていないことから、

同法１８条の２第１項本文の規定に基づき却下すべき旨を通知するととも

に、弁明の機会を付与した。 
（５）審査請求人は、平成２８年１２月９日付けで、処分庁に対し、弁明書を

提出した。 
（６）処分庁は、平成２９年３月３１日付けで、審査請求人に対し、特許料の

追納による特許権の回復に係る手続について、却下理由通知書に記載した

理由により却下処分（以下「本件却下処分」という。）をした。 
（７）審査請求人は、平成２９年７月１２日、審査庁に対し、本件却下処分の

取消しを求めて、本件審査請求をした。 
（８）審査庁は、平成３０年７月２４日、当審査会に対し、本件審査請求は棄

却すべきであるとして諮問をした。 
以上の事案の経緯は、諮問書、審査請求書、特許料納付書、回復理由書、

却下理由通知書、弁明書（審査請求人作成）及び手続却下の処分から認めら

れる。 
２ 関係する法令の定め 
（１）特許料の納付 

特許法１０７条１項は、特許権者は、特許権の設定の登録の日から存続

期間の満了までの各年について、特許料を納付しなければならない旨規定

し、同法１０８条２項本文は、第４年以後の各年分の特許料は、前年以前

に納付しなければならない旨規定する。 
（２）特許料の追納 

特許法１１２条１項は、特許権者は、同法１０８条２項に規定する期間

内に特許料を納付することができないときは、その期間が経過した後であ

っても、その期間の経過後６月以内にその特許料を追納することができる

旨規定し、同法１１２条２項は、特許料を追納する特許権者は、特許料の
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ほか、その特許料と同額の割増特許料を納付しなければならない旨規定す

る。 
また、特許法１１２条４項は、特許権者が特許料を追納することができ

る期間内に、特許料及び割増特許料を納付しないときは、その特許権は、

同法１０８条２項本文に規定する期間の経過の時に遡って消滅したものと

みなす旨規定する。 
（３）特許料の追納による特許権の回復 

特許法１１２条の２第１項は、同法１１２条４項の規定により消滅した

ものとみなされた特許権の原特許権者は、特許料を追納することができる

期間内に特許料及び割増特許料を納付することができなかったことについ

て正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その特

許料及び割増特許料を追納することができる旨規定する。 
特許法施行規則（昭和３５年通商産業省令第１０号）６９条の２第１項

は、経済産業省令で定める期間は、正当な理由がなくなった日から２月と

する旨、ただし、当該期間の末日が特許料を追納することができる期間の

経過後１年を超えるときは、その期間の経過後１年とする旨規定する。 
（４）不適法な手続の却下 

特許法１８条の２第１項本文は、特許庁長官は、不適法な手続であって、

その補正をすることができないものについては、その手続を却下するもの

とする旨規定し、同条２項は、同条１項の規定により却下しようとすると

きは、手続をした者に対し、その理由を通知し、相当の期間を指定して、

弁明を記載した書面を提出する機会を与えなければならない旨規定する。 
 ３ 審査請求人の主張の要旨 
 （１）本件期間徒過に至った経緯 

ア 審査請求人は、平成２８年１月２０日、本件特許権の第５年分の特許

料が未納であることを知った。そして、審査請求人の特許管理の担当者

であるＰ氏（以下「本件担当者」という。）は、同日、特許管理人であ

ったＱ事務所（以下「本件事務所」という。）に対し、①本件特許権

（参照番号：ｃ）及び②特許第ｄ号（参照番号：ｅ。以下「別件特許権」

という。）の特許料納付状況を確認するため、それぞれ電子メールを送

信した。 
イ 本件事務所は、平成２８年１月２０日、本件担当者に対し、①本件特

許権は第５年分の特許料未納により放棄されているが、同年２月５日ま
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では特許料の追納による特許権の回復が可能であり、特許料等２８，２

００円及び事務所費用２０，０００円が必要となること、②別件特許権

は有効に存続しており、第４年分の特許料納付期限が同年４月１２日で

あり、特許料１４，１００円及び事務所費用２０，０００円が必要とな

ることを、それぞれメールで返信した。 
   ウ 本件担当者は、平成２８年１月２８日、本件事務所に対し、別件特許権

の特許料納付状況について本件事務所が本件担当者に返信したメール（上

記イ②、参照番号：ｅ）に更に返信する方法で、本件特許権の特許料等を

追納期限である同年２月５日までに納付するよう指示し、費用は特許料等

２８，２００円及び事務所費用２０，０００円であることを理解している

旨のメール（以下「本件メール」という。）を送信した。本件担当者は、

本件メールを送信してから約２分後に、先ほどの指示は参照番号が間違っ

ており、正しくはｃであるというメールを更に送信した。 
   エ 本件担当者は、平成２８年２月８日、本件事務所に対し、本件特許権の

第５年分の特許料等を納付したことを確認するメールを送信した。本件事

務所は、同月９日、本件担当者に対し、同年１月２８日の本件メールによ

る特許料納付の指示は、本件特許権ではなく別件特許権についてのもので

あるため、本件特許権については特許料等を納付しておらず、もはや、本

件特許権を回復することができるのは、正当な理由が認められる場合のみ

であると返信した。 
（２）正当な理由に該当すべき理由 

   ア 審査請求人は、長年活動し数々の受賞歴もある本件事務所に本件特許権

の特許料納付を依頼しており、特許管理人を適切に選任していた。 
また、審査請求人は、本件事務所に対し、平成２８年１月２８日に本件

特許権の特許料等の納付について指示をするメールを２度送信しており、

一般的に手続の指示は１度しか行われないことからすれば、本件特許権の

納付手続について高度の注意を払っていた。 
そして、本件メールは、第５年分の特許料、割増特許料、特許権の回復、

２月５日の期限日、特許庁費用２８，２００円、ｃという用語を含んでお

り、これを別件特許権についての納付指示であると考えることはできない。 
さらに、本件事務所から本件特許権の特許料納付状況について回答する

メールでは「ご指示をお待ちしております」と記載されており、本件事務

所は審査請求人から指示を受領することを予定しており、審査請求人が２
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度送信したメールによる指示を本件事務所が遵守すると期待するのは合理

的である。 
  イ 本件特許権の追納期限である平成２８年２月５日は金曜日であり、日

本とＡ国Ｂ地との間には１４時間の時差があるため、審査請求人は、本

件事務所から、特許料等の納付の確認を適時に受領することを当然期待

できる状況にはなかった。仮に、審査請求人が、本件事務所に対し、同

日に再度リマインダ又は納付指示を送信していたとしても、特許事務所

は週末閉業するのが通常であるから、本件事務所が本件特許権の納付手

続を期限内に行うことはそもそも不可能であった。そして、審査請求人

が、同月８日（月曜日）、本件事務所に対して本件特許権の特許料等の

納付について確認の問合せを行ったことも、別段不合理ではない。 
第２ 諮問に係る審査庁の判断 

審査庁の諮問に係る判断は審理員の意見と同旨であるところ、審理員の意見

の概要は以下のとおりである。 
１ 審査請求人の特許管理人であった本件事務所は、本件特許権の追納期限の

８日前に、本件担当者から、本件メールを受信しているところ、本件メール

は、件名欄に記載された特許権の参照番号及び特許番号に誤記があるものの、

先のメールの内容を踏まえた上で全体として見れば、本件特許権の特許料等

の納付を指示するものであると解することが十分に可能といえる。それにも

かかわらず、本件事務所が本件担当者に送った電子メールの内容によれば、

本件事務所は、本件メールにより本件担当者が納付指示をしている特許権を

特定するために必要な確認をすることなく、件名欄の記載のみに依拠して、

本件メールが別件特許権に関するものであり、本件特許権の特許料等の納付

指示を含むものではないと理解して、追納期限までに本件特許権の第５年分

の特許料等を納付しなかったと認められる。 
２ また、審査請求人についても、本件担当者は、本件メールの件名欄に誤っ

た参照番号を記載して本件特許権の特許料等の納付指示をしたため、その直

後に本件メールの件名欄の参照番号が誤りであり、正しくは本件特許権の参

照番号である旨の電子メールを送信したが、本件事務所から何らの応答がな

かったにもかかわらず、追納期間の経過前に、本件事務所が本件特許権の特

許料等の納付指示を認識しているか否かを確認しなかったと認められる。 
３ これらの事実によれば、審査請求人及び本件事務所において、特許料等を

納付すべき特許権の確認が不十分であったために、本件特許権の特許料等の
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納付が行われず、本件期間徒過が生じたにすぎず、審査請求人及び本件事務

所が、本件期間徒過を回避するために相当な注意を尽くしていたということ

はできない。 
第３ 調査審議の経緯及び審査関係人の補充主張 
 １ 調査審議の経緯 

当審査会は、平成３０年７月２４日に審査庁から諮問を受けた。その後、

当審査会は同年９月６日、同月１３日及び同月２７日の計３回の調査審議を

行った。 
また、審査請求人から平成３０年８月１０日付け及び同年９月２５日付け

で、審査庁から同年８月３０日付けで、それぞれ主張書面又は資料の提出を

受けた。 
 ２ 審査請求人の補充主張 
   本件担当者は、平成２８年１月２０日の本件事務所から本件特許権の特許料

納付状況について回答するメールに、手書きで「回復料金を支払いますか？」

「支払う」というメモ書きを残しており、審査請求人の特許管理部門では複

数人が確認をした上で、本件特許権の特許料等の納付指示を行っていたこと

は明らかである。 
   審理員は、本件メールは、本件特許権の特許料等の納付指示をするものと解

することが十分可能だったと認定する一方で、審査請求人は、本件事務所か

ら何らの応答がなかったにもかかわらず、本件特許権の追納期間の経過前に、

本件事務所が本件特許権の特許料等の納付指示を認識しているか否かを確認

していないと認定しているが、職業代理人である本件事務所に対する再確認

を、職業代理人ではない審査請求人に求めるのは不当である。 
 ３ 審査庁の補充主張 
   審査請求人が、本件特許権の特許料等の納付を有資格の職業代理人に委任し

ていても、本件特許権の特許料等の納付指示に当たり、誤った参照番号を記

載したメールを送信している以上、そのことにより本件事務所に何らかの誤

認や混乱が生じることは、審査請求人自身において容易に予測することが可

能であるから、審査請求人においては、本件事務所が上記納付指示を適切に

認識したかどうかを確認することが求められるというべきである。 
そして、特許権者が自らの判断に基づき、第三者に委任して特許料を納付

することとした場合に、委任を受けた第三者に「正当な理由」があるといえ

ない状況の下で、特許料の追納期間を徒過したときは、当該特許権者につい
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て「正当な理由」があるとはいえないと解すべきである。 
第４ 当審査会の判断 
 １ 審理員の審理手続について 

  当審査会に提出された主張書面及び資料によれば、本件審査請求に関する

審理員の審理の経過は以下のとおりである。 

（１）審理員の指名 

ア 審査庁は、平成２９年９月１９日付けで、本件審査請求の審理手続を

担当する審理員として、特許庁総務部総務課長であるＲを指名し、同日

付けで、その旨を審査請求人に通知した。 

イ 審査庁は、平成３０年１月２５日付けで、本件審査請求の審理員に指

名していたＲの指名を取り消し、新たに、特許庁総務部総務課法務調整

官であるＳを審理員として指名し、同日付けで、その旨を審査請求人に

通知した。 

（２）審理手続 

ア 審理員は、平成２９年１０月１８日付けで、処分庁に対し、同年１１

月１７日までに弁明書を提出するよう求めた。 

イ 処分庁は、平成２９年１１月１７日付けで、審理員に対し、弁明書を

提出した。審理員は、同月２８日付けで、審査請求人に対し、弁明書の

副本を送付するとともに、反論書を提出する場合には平成３０年１月２

９日までに提出するよう求めた。 

ウ 審査請求人は、平成３０年１月２３日付けで、審理員に対し、反論書

を提出した。 

エ 審査請求人は、平成３０年５月１日付けで、審理員に対し、口頭意見

陳述申立書、参考人陳述申立書及び物件提出要求申立書を提出した。 

オ 審理員は、平成３０年５月２２日付けで、口頭による意見陳述を同年

６月１日に実施することを決定し、その旨を審査請求人に通知した。 

カ 審理員は、平成３０年６月１日に、全ての審理関係人を招集して、口

頭による意見陳述を実施した。 

キ 審理員は、平成３０年７月１２日付けで、参考人の陳述及び物件の提

出要求について、必要性が認められないため、いずれも行わないことを

決定し、その旨を審査請求人に通知した。 

ク 審理員は、平成３０年７月１２日付けで、審査請求人に対し、審理を

終結した旨並びに審理員意見書及び事件記録を審査庁に提出する予定時
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期が同月１８日である旨を通知した。 

ケ 審理員は、平成３０年７月１８日付けで、審査庁に対し、審理員意見

書及び事件記録を提出した。 

以上の審理員の審理手続については、特段違法又は不当と認められる点は

うかがわれない。 

 ２ 本件却下処分の適法性及び妥当性について 

（１）正当な理由の解釈 
  ア 裁判例の考え方 

知的財産高等裁判所が示す解釈によると、特許法１１２条の２第１項に

いう「正当な理由」があるときとは、特段の事情のない限り、原特許権者

（その特許料の納付管理又は納付手続を受託した者を含む。）において、

一般に求められる相当な注意を尽くしてもなお避けることができないと認

められる客観的な事情により、同法１１２条１項の規定により特許料を追

納することができる期間内に特許料及び割増特許料を納付することができ

なかった場合をいうものと解するのが相当であるとされる（知的財産高等

裁判所平成２９年（行コ）第１０００４号平成３０年５月１４日判決及び

東京地方裁判所平成２９年（行ウ）第２５３号平成２９年１１月２９日判

決参照）。 
イ 「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン（平成２７年３月特許

庁）」（以下「ガイドライン」という。）の考え方 
特許庁は、「正当な理由」による権利の回復が認められるか否かについ

て、出願人等（特許権の原特許権者を含む。）の予見可能性を確保するこ

とを目的としてガイドラインを公表しており、ガイドラインでは、手続を

するために出願人等が講じていた措置が相応の措置であったといえる場合

に、それにもかかわらず何らかの理由により期間徒過に至ったときには、

期間内に手続をすることができなかったことについて「正当な理由」があ

るものとして期間徒過後の手続を許容する、という考え方が示されている。 
そして、期間徒過の原因事象が人為的なミスに起因する場合、期間徒過

の原因事象の発生前に講じた措置が相応の措置といえるか否かについては、

通常の注意力を有する者であれば、当該ミスによる事象の発生を回避すべ

く措置を講ずべきであることから、その事象の発生を回避できなかったこ

とをもって、原則、出願人等は、相応の措置を講じていなかったものとさ

れるが、出願人等が講じていた措置により、通常であれば当該ミスによる
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事象の発生を回避できたにもかかわらず、特殊な事情があったことにより

それを回避できなかったといえるときは、当該措置を相応の措置であった

と判断されることもあり得るとしている。 
また、特許庁に対する手続を代理人に委任している場合について、当該

手続は当該代理人が行うことが通常であることから、出願人等が手続をす

るために講じた措置について、出願人等だけでなく当該代理人に対しても

相応の措置を講じていたか否かが判断されるとしている。 
ウ 当審査会が採用する判断の枠組み 

上記アで示した裁判例の判断の枠組みは、特許法１１２条の２第１項に

係る「正当な理由」の趣旨について、第三者の監視負担も考慮しつつ、原

特許権者（その特許料の納付管理又は納付手続を受託した者を含む。）の

責任において、特許料の納付等の管理について相当な注意を尽くす必要が

あることを前提として、一般に求められる相当な注意を尽くしてもなお納

付できないという事象の発生を避けることができないと認められる客観的

な事情を明らかにすることを求めているものである。特許権についての特

許料の納付等の管理が、特許権者の責任において行われるべきものである

ことも踏まえれば、当該枠組みは妥当であると考えられるので、以下、こ

の枠組みを使って検討する。 
また、ガイドラインで示されている基本的な考え方は、特許料の納付等

の管理の重要性に見合った注意義務を前提として「相応の措置」を求める

もので、上記裁判例で示された「相当な注意」と同趣旨であると考えられ

るため、ガイドラインで示されている考え方も考慮しつつ判断することが

有効であると考える。 
（２）「正当な理由」の有無 
  ア 具体的検討 
  （ア）資料（審査請求人作成の弁明書、本件担当者による陳述、本件担当

者と本件事務所との間で交わされたメールの写し）によれば、以下の事

実が認められる。 
    ① 本件担当者は、平成２８年１月２０日、本件事務所に対し、本件

特許権及び別件特許権の特許料納付状況を確認するため、本件特許権

についてはｃという参照番号を件名に付し、別件特許権にはｅという

参照番号を件名に付して、それぞれメールを送信した。 
    ② 本件事務所は、平成２８年１月２０日、本件担当者に対し、ⅰ）
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本件特許権については第５年分の特許料の納付期限が過ぎているもの

の、同年２月５日までは追納が可能であり、特許料等２８，２００円

及び事務所費用２０，０００円が必要となること、ⅱ）別件特許権に

ついては有効に存続しており、第４年分の特許料納付期限が同年４月

１２日であり、特許料１４，１００円及び事務所費用２０，０００円

が必要となることを、上記①のそれぞれのメールに返信した。 
上記ⅰ）に係る返信メールの写しには、手書きで「回復料金を支

払いますか？」「支払う」というメモ書きが残っていることが認めら

れる。 
    ③ 本件担当者は、平成２８年１月２８日、本件事務所に対し、別件

特許権の特許料納付状況について本件事務所が本件担当者に返信した

メール（参照番号：ｅ）に更に返信する方法で、本件特許権の第５年

分の特許料等を追納期限である同年２月５日までに納付するよう依頼

し、費用は特許料等２８，２００円及び事務所費用２０，０００円で

あることを理解している旨の本件メールを送信した。そして、本件担

当者は、本件メールを送信した約２分後、先ほどの依頼はメールの件

名の参照番号が間違っており、正しい参照番号はｃであるというメー

ルを更に送信した。本件メールでは、本件事務所に対し請求書の送付

を求め、送付があれば支払の手続をすること、本件メールに対する受

領確認（受領確認のメールの送信の意と考えられる。）を求めていた

ことが認められる。 
    ④ 本件担当者は、平成２８年２月８日、本件事務所に対し、本件特

許権の第５年分の特許料等の納付状況を確認するためメールを送信し

た。 
    ⑤ 本件事務所は、平成２８年２月９日、本件担当者に対し、上記③

の本件メールによる特許料納付依頼は別件特許権についてのものであ

り、本件特許権については依頼を受けていないため特許料等を納付し

ておらず、もはや、本件特許権を回復することができるのは、正当な

理由が認められる場合のみである旨のメールを返信した。 
  （イ）審査請求人は、十分な実績を有する本件事務所に本件特許権の特許

料等納付を依頼し、本件メールの内容からは、これが別件特許権につい

ての特許料納付依頼であるとは考えられず、本件メールに追加してもう

一度確認するメールを送付するなど十分な注意を払っており、また、上
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記（ア）②ⅰ）のメールでは「ご指示をお待ちしております」と記載さ

れているので、本件担当者が送った指示を、本件事務所が遵守するもの

と期待するのは合理的であると主張する。さらに、日本とＡ国Ｂ地との

間には１４時間の時差があり、本件担当者が本件事務所に当日に連絡を

取ることはできないので、本件特許権の特許料等の納付状況を確認する

メールを追納期限後の週明けである平成２８年２月８日に送付しても別

段不合理ではないと主張する。 
（ウ）上記（ア）によれば、本件担当者は、別件特許権についての特許料

納付状況を回答するメールに返信する方法で、本件特許権の第５年分

の特許料等の納付を依頼する本件メールを送付したため、その約２分

後に本件メールの件名の参照番号を訂正するメールを送ってはいるも

のの、本件事務所において、その依頼内容に誤解が生じるおそれがあ

る状況となっていたことが認められる。そして、本件担当者は、本件

メールにおいて請求書の送付や受領確認を求めていたにもかかわらず、

本件メールの参照番号を訂正するメールを送った後、本件事務所から

何らの応答がないまま放置し、追納期限を徒過してしまったことが認

められる。 
また、本件事務所は、別件特許権の参照番号が件名に付された本件メ

ールを受領した後、参照番号から別件特許権についての特許料納付の依

頼であると認識してしまったのかも確認できないが、追納期限までに本

件特許権の第５年分の特許料等を納付しなかった。件名の参照番号だけ

でなく、メールの本文を読めば、別件特許権の特許料の納付は追納の案

件ではないため、追納を依頼するこのメールが別件特許権の特許料納付

の依頼でないことが認識でき、本件期間徒過を回避できた可能性があっ

たことが認められる。 
そうすると、審査請求人及び本件事務所の双方において、特許料等を

納付すべき特許権について十分な確認をしておらず、追納期限までに本

件特許権の特許料等が納付されなかったのであるから、追納期限までに

本件特許権の特許料等を納付するために一般に求められる相当な注意を

尽くしていたとは認められない。 
（エ）審査請求人は、日本とＡ国Ｂ地との間には時差があるため、本件特

許権の特許料等の納付状況を確認するメールを追納期限後の週明けで

ある平成２８年２月８日に送信しても不合理ではないと主張するが、
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日本において特許権を維持するには日本における追納期限までに特許

料等を納付する必要があり、日本とＡ国の間の時差を考慮して日本に

おける追納期限に間に合うように本件事務所に対して確認をしなけれ

ばならないのであって、上記主張では、本件期間徒過を回避するため

に適切な措置を講じていたとは認められない。 
     また、審査請求人は、上記（ア）②ⅰ）のメールの写しのメモ書き

を根拠として、審査請求人の特許管理部門では複数人が確認をした上で、

本件特許権の特許料等の納付指示を行っていたことは明らかであると主

張するが、このメモ書きからは、審査請求人の特許管理部門においてど

のような期間管理が行われていたかは定かではなく、これによって本件

期間徒過を回避するために適切な措置を講じていたとは認められない。 
  （オ）以上のことから、本件期間徒過は、審査請求人及び本件事務所の双

方において、一般に求められる相当な注意を尽くしてもなお避けること

ができないと認められる客観的な事情により、特許料等を納付すること

ができなかった場合に当たるということはできず、「正当な理由」があ

ったということはできない。 
イ ガイドラインの考え方に沿った補充的検討 

上記アで説示したところに加えて、ガイドラインの考え方に沿って検討

しても、通常であれば特許料の追納期限の徒過の発生を回避できたにもか

かわらずそれを回避できなかったといえる特殊な事情があって、相応の措

置を講じていたことを認めるに足りる主張・立証はない。したがって、ガ

イドラインの考え方を考慮しても、期間徒過後の手続を許容すべき「正当

な理由」があるとは認められない。 
ウ 審査請求人のその他の主張 

    審査請求人は、仮に、本件特許権の追納期限の直前又は当日に、追納

手続が行われていないことを発見したとしても、在外者が日本国特許庁

に特許料等を直接納付することはできなかった、等々の主張をするが、

いずれも当審査会の判断を左右するものとはいえない。 
３ まとめ 

   以上によれば、本件却下処分は違法又は不当であるとはいえないから、本件

審査請求を棄却すべき旨の諮問に係る判断は妥当である。 
   よって、結論記載のとおり答申する。 
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